
閲
覧
・
意
見
受
付
期
間　
5
月
15
日

（
金
）〜
6
月
15
日（
月
）ま
で（
閉
庁

時
間
除
く
）

閲
覧
場
所　
道
路
公
園
課
、（
都
）建

設
局
河
川
部
、（
都
）第
一
建
設
事
務

所
、（
都
）建
設
局
H
P

提
出
方
法　
専
用
フ
ォ
ー
ム
、
Ｅ

メ
ー
ル
、
郵
送（
消
印
有
効
）、
ま
た

は
閲
覧
場
所
に
設
置
の
意
見
箱
へ

※
電
話
に
よ
る
意
見
募
集
は
行
わ

■「（
仮
称
）後
楽
二
丁
目
南
地
区
第

一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
」に
係
る

環
境
影
響
評
価
書
案
に
係
る
見
解
書

の
縦
覧

と
き　

5
月
7
日（
木
）～
26 

日

（
火
）9
時
30
分
～
16
時
30
分（
土
曜・

日
曜
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
環
境
政
策
課（
区
役
所

5
階
）、（
都
）環
境
局
総
務
部
環
境
政

策
課（
都
庁
第
二
本
庁
舎
19
階
）、

（
都
）多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課（
立

川
合
同
庁
舎
3
階
）

閲
覧
場
所　
富
士
見
出
張
所（
富
士

見
1
‒
6
‒
7
）、
神
保
町
出
張
所

見
解
書
の
縦
覧
と
意
見
を
聴
く
会
を
開
催
し
、

公
述
人
の
募
集
を
行
い
ま
す

な
い

※
詳
し
く
は
、

（
都
）建
設
局
H
P

で
確
認
を

問
合
せ　
（
都
）建
設
局
河
川
部
計
画

課
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‒
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‒
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‒
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新
宿
区
西
新
宿
2
‒
8
‒
1

S0000384@
sectio

n
.

m
etro.tokyo.jp

（
神
田
神
保
町
2
‒
40
）

■
都
民
の
意
見
を
聴
く
会

と
き　
6
月
12
日（
金
）14
時
30
分
〜

（
当
日
直
接
会
場
へ
／
傍
聴
券
は
14

時
か
ら
配
布
）

場
所　
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー（
文
京

区
本
郷
4
‒
15
‒
14
）

※
公
述
人
の
申
出
が
な
い
場
合
は
中

止■
公
述
人
募
集

都
民
の
意
見
を
聞
く
会
で
1
人
15
分

以
内
で
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
意
見

を
述
べ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

と
き　
5
月
13
日（
水
）～
27
日（
水
）

（
消
印
有
効
）

定
員　
25
名
程
度（
抽
選
）

申
込
方
法　
氏
名
、
住
所
、
電
話
番

号
、
事
業
名
、
環
境
保
全
の
見
地
か

ら
の
意
見
を
記
載
の
う
え
、
提
出

フ
ォ
ー
ム
、
郵
送
ま
た
は
直
接
問
合

せ
先
へ

問
合
せ　
（
都
）環

境
局
総
務
部
環
境

政
策
課
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‒
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新
宿
区
西
新
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‒
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‒
1

都
庁
第
二
本
庁
舎
19
階

　家主の皆さんが安心して高齢者へ住宅を貸すことができるよう、住宅内での死亡事故
により発生した損害を補償する保険を活用した事業を行っています。この事業の対象と
なる住宅の登録を家主から受け付けています（入居者からの申請は不要）。保険料は区が
全額負担します。
対象　 65歳以上の1人暮らしまたは65歳以上を含む60歳以上のみで構成する世帯が入居

する区内民間賃貸住宅の家主
内容
①家賃損失による損害（月額家賃×50％／上限額1か月10万円）
② 家賃減少損失による損害（（月額家賃‒値引後家賃）×50％／上限額1か月10万円）
③原状回復費用（1事故100万円まで）
④事故対応費用（1事故30万円まで）
⑤事故再発防止費用（1事故10万円まで）
※詳しくはHPを参照
申込方法　 所定の申請書（HPからダウンロードも可）と必要書類を郵送また

は直接問合せ先へ
　　　　　※申請受付は申込順。上限に達した場合はHPに掲載
問合せ　住宅課住宅管理係（区役所5階）☎03‒5211‒4319 〒102-8688九段南1-2-1

　
本
籍
地
の
自
治
体
か
ら
送
付
さ
れ

た「
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
フ
リ
ガ
ナ

の
通
知
書
」の
フ
リ
ガ
ナ
に
誤
り
が

あ
る
場
合
は
、
5
月
25
日（
月
）ま
で

に
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。
誤
り
が
な

い
場
合
は
、
届
出
不
要
で
す
。

届
出
方
法　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
、
最

寄
り
の
区
市
町
村
窓
口
、
郵
送

※
詳
し
く
は
特
設
サ
イ
ト
で
確
認
を

（
特
設
サ
イ
ト
の
閲
覧
は
5
月
25
日

（
月
）ま
で
）

問
合
せ　
総
合
窓

口
課
戸
籍
振
り
仮

名
担
当

☎
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3
‒
6
2
7
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‒
8
5
4
1

（
5
月
26
日（
火
）ま
で
）

フ
リ
ガ
ナ
の
届
出
は

5
月
25
日（
月
）ま
で

神
田
川
流
域
河
川
整
備
計
画（
変
更
原
案
）に

対
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す

①旧軽井沢少年自然の家跡地の活用に向けた方針（素案）
　旧軽井沢少年自然の家は区立施設として主に区立学校生徒を対象に、夏季施設や移動教室など
で利用されてきました。施設の老朽化などから利用を停止し、その後の活用の検討を重ねました
が、整備・運営上の課題などを踏まえ、教育目的での活用は終了しました。併せて庁内で活用需
要が確認されなかったため、解体する方針を決定しました。解体後の土地の取り扱いの検討を進
め、区が引き続き保有することを前提に民間事業者に貸し付けて活用することを想定した活用方
針（素案）を作成しました。
意見募集期間　5月5日（火・祝）～5月18日（月）
締　切　5月18日(月)(必着／郵送の場合は消印有効)
問合せ　施設経営課区有施設担当係（区役所6階）☎03-5211-4160 FAX03-3264-1466

shisetsukeiei@city.chiyoda.lg.jp 〒102-8688九段南1-2-1

ご意見をお聞かせください

 掲載場所　HP、情報コーナー（区役所2階）、出張所（②は神保町出張所のみ）、問合せ先
意見の提出方法　 住所、氏名、所属（区内在勤・在学者は勤務先・学校の名称、法人その他の団

体は代表者の氏名、区内に事務所を有する者は事務所の名称）、案・素案の名称、
ご意見を記入のうえ、HP、郵送、ファクス、Eメールまたは直接問合せ先へ

※意見の提出様式は自由
※口頭・電話での意見提出は不可
※意見は区の考え方とともにHPで公表
※意見や個人情報は当該案件の検討のみに使用
※個別の回答は不可

いずれも

　神保町地域では、地域の町会・商
店会・古書店関係者・近隣大学など
が参加してまちづくり協議会を設置
し、地域のまちづくりを議論してき
ました。まちづくりの将来像とその
実現に向けた方向性を示した「街並
み再生方針（案）」を作成しました。
意見募集期間　 5月8日(金)～22日

(金) 
締　切　 5月22日(金)(必着／郵送の

場合は消印有効)
問合せ　 地域まちづくり課まちづくり推進係（区役所5階）☎03-5211-3617 FAX03-3264-4792 

chiiki-machi@city.chiyoda.lg.jp 〒102-8688九段南1-2-1

②神田神保町地区街並み再生方針（案）

靖国通り

神三通り

特別区道千第466号
特別区道千第367号

白
山
通
り

雉
子
橋
通
り

千
代
田
通
り

さくら通り 神田すずらん通り

街並み再生方針（案）の区域

　
台
風
や
集
中
豪
雨
の
季
節
を
前
に

消
防
機
関
と
合
同
で
水
防
訓
練
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
当
日
は
、
消
防
職
員
、
消
防
団
員

に
よ
る
水
防
工
法
訓
練
の
ほ
か
、
救

出
救
助
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。

と
き　
5
月
28
日（
木
）14
時
〜
15
時

45
分
ご
ろ

場
所　
北
の
丸
公
園
第
3
駐
車
場

（
北
の
丸
公
園
１
）

問
合
せ　
災
害
対
策
・
危
機
管
理
課

防
災
調
整
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
1
8
7

4月から家賃の制限を廃止し、
対象を広げました！

高齢者に部屋を貸している家主向け
「家主サポート保険事業」を行っています

区
・
消
防

合
同
水
防
訓
練
を

行
い
ま
す

　
親
ガ
ラ
ス
は
、
7
月
ご
ろ
ま
で
卵

や
ヒ
ナ
を
守
る
た
め
、
そ
ば
を
通
る

人
を
威
嚇
・
攻
撃
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
威
嚇
・
攻
撃
さ
れ
た
ら
、
帽

子
や
か
ば
ん
な
ど
で
頭
部
を
守
っ
て

く
だ
さ
い
。
腕
を
ま
っ
す
ぐ
上
げ
た

り
、
傘
な
ど
棒
状
の
も
の
を
頭
上
に

上
げ
た
り
し
て
、
静
か
に
離
れ
ま

し
ょ
う
。
巣
を
見
つ
け
て
も
、
被
害

が
な
け
れ
ば
撤
去
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。困
っ
た
と
き
は
ご
相
談
を
。

問
合
せ　
環
境
政
策
課
公
害
指
導
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
5
4
、

民
有
地
の
場
合
=（
公
社
）東
京
都
ペ

ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
会

☎
0
3
‒
3
2
5
4
‒
0
0
1
4

繁
殖
期
の

カ
ラ
ス
に
注
意
を

C i t y  I n f o r m a t i o n

区役所の代表電話　☎ 03ー3264ー2111（5） 　令和 8年 5月 5日号 区政インフォメーション

麹町の「麹」の字は、文字つぶれなどを防ぐため、略字を使用しています。




